
防犯灯設置補助事業（流れ） 

 

危機管理課 

082-420-0400 

 

黒瀬支所地域振興課 

0823-82-0216 

 

福富支所地域振興課 

082-435-2211 

 

豊栄支所地域振興課 

082-432-2563 

 

河内支所地域振興課 

082-497-1109 

 

安芸津支所地域振興課 

0846-45-1102 

設置要望 

要望位置がわかる地図 

現地調査 

住民自治協議会 

 

自治会長 

 

地元代表者 

（区長） 

請求書の提出 

指定口座への振り込み 

※ＮＴＴ柱への防犯灯添架を希望の場合は電気を引き込む予定の電柱番号及びＮＴＴ柱までの距離を補助

金交付申請書に記載してください。 

設置可否の判断 

（２週間程度かかります） 

補助金交付基準 

①２戸以上の受益のある道路 

②隣接の防犯灯との距離が概ね 40ｍ以上 

③利用できる電柱があること 

 （電柱がない場合は、鋼管柱の設置要） 

④防犯灯はＬＥＤタイプ「１０ＶＡ」（自動点滅器内

蔵型）であること 

申請書の提出 

①防犯灯設置費補助金交付申請書 

②設置場所がわかる図面 

③防犯灯工事見積書 

 ※見積業者の指定はありません 

 ※見積業者の選定が難しい場合はご

相談ください。 

④防犯灯の仕様が掲載されたカタログ 

⑤土地所有者の承諾書（必要な場合） 

⑥新設防犯灯寄付申込書 

可否の連絡 

交付決定（交付決定書） 

工事完了後一か月以内に 

収支決算及び実績報告書の提出（年度内） 

補助金額確定通知 

完成写真は全箇所添付 

年度末の申請や、電気線の引き込み等

で工事が年度内に完了しない可能性

がある時は、次年度での申請をお願い

する場合があります。 

事前に周辺の方と設置場所について

よく協議してください。 

設置後の位置や向きの変更に対応で

きない場合があります。 


